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市民団体活動支援補助金の見直しと主なポイントについて 

 

 

補助金制度のこれまでの実績（資料２）、市民活動推進委員会のご意見（資料３）、市

民団体の現状をもとに、これからの市民団体の自立促進と公益活動の活性化を支援す

るために、補助金制度の見直しを行います。 

 

補助金見直しの基本的考え方 

 

 

 

１．見直し後の補助金制度の比較 

（※）前年度に交付を受けた団体が、別の事業を立ち上げて応募した場合は新規事業とみなします。 

公益活動とは… 

 

 

 

＜申請事業の一例＞ 

 

 

 

 

 

 

単に自己の教養や趣味を深めることを目的とするものや、構成員相互の利益を目的としているも

の、親睦のみの活動は除外します。 

名称 活動促進型 活動発展型 

申請頻度  毎年 毎年 

団体要件 
公益活動を行っている、又はこれから

公益活動を行おうとする市民団体 

１年以上継続して公益活動を行ってい

る市民団体 

対象 

事業 

公益性があり団体の活動を促進させる

事業 

公益性が高く地域課題の解決を目指し

団体の活動を発展させる事業 

補助期間 1年間 1年間 

補助回数 １団体１回限り 同一事業は３回まで（※） 

補助率 

の上限 ９０％ １年目８０％、２年目７０％、３年目６０％ 

補助金額 １０万円以内 ３０万円以内 

①サークルから NPOまで幅広く市民団体に活用される制度 

②市民団体の段階的な自立や活動の発展を促す仕組み 

第 1 回市民活動推進委員会 

平成 28 年 11 月 30 日 資料４ 

不特定かつ多数の市民の利益の増進に寄与することを目的として、自主的かつ自発

的に行う活動 

・子ども、子育て世代、高齢者、障がい者等への支援事業、交流事業、啓発事業 

・地域の防災力、防犯力、安全力を高める事業   ・地域のつながりを創出する事業      

・地域のコミュニティを活性化する事業        ・健康づくり、介護予防、スポーツを推進する事業 

・環境保全や環境美化に関する事業         ・文化、芸術、音楽を推進する事業 

・地域の教育力を高める事業             ・社会教育を推進する事業 

・地域の特色や資源を生かし魅力や賑わいを創出する事業 

・まちづくりに関する事業                ・国際化や国際協力を推進する事業 等 
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２． 活動立上型の見直し前後の比較と主な変更ポイント 

 

（１）立ち上げ予定のグループに対する補助金枠を廃止 

    理由：立ち上げ予定のグループは申請書類の作成が困難である。 

       これまでの実績として当該グループの過去の申請件数０件である。 

（２）団体要件の設立後３年未満を緩和し、設立年数の制限を撤廃 

   理由：設立後３年以上でも活動立上型の補助が必要な団体が多数存在する。 

⇒申請可能な団体枠を拡大し、活動促進の支援が必要である。 

（３）補助率アップと補助回数の制限 

    理由：団体の申請メリットを上げるため補助率を９０％としつつ、団体の自

助努力による自立や活動発展を促すため１団体１回限りとする。 

（４）団体運営に関わる経費の補助（消耗品費・備品費・研修費）を廃止 

    理由：事業に直接関係する経費を補助することが望ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助金 

名称 

見直し前 見直し後 

活動立上型 活動促進型 

申請頻度 毎年 毎年 

団体要件 
新たに公益活動団

体を立ち上げる予

定のグループ 

公益団体を設立後 

３年未満の団体 

公益活動を行っている、又はこれから

公益活動を行おうとする市民団体 

対象 

事業 

・白井市における社会問題や地域課題

の解決、軽減等に寄与する事業 

・市と協働して実施することで共通の

公共的目標達成に向け効果が期待で

きる事業 

・他の団体と協働して実施すること

で、効果が期待できる事業 

・その他公益活動の活性化につながる

事業 

公益性があり団体の活動を促進させ

る事業 

補助期間 １年間 １年間 

補助回数 ３回を限度 1団体 1回限り 

補助率 

の上限 
８０％ ９０％ 

補助金額 ５万円以内 １０万円以内 １０万円以内 
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３．活動支援型の見直し前後の比較と主な変更ポイント 

 

（１）３年毎の申請を毎年申請に変更 

理由：きれめなく申請できる機会をつくる必要がある。 

（２）３年継続補助を１年補助に変更（同一事業は３回まで可能） 

理由：団体にとって 3 年間の活動を見通して事業計画を立案することが難し

く、過去に辞退した事例（2団体）があり、委員会による 3年分の審査

も難しい。 

（３）補助率アップと段階的な補助率の引き下げ 

理由：団体の申請メリットを上げるため補助率を８０％に上げつつ、同一事

業で補助を継続する場合は、団体の自助努力による自立を促すため毎

回段階的に１０％ずつ補助率を引き下げる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助金 

名称 

見直し前 見直し後 

活動支援型 活動発展型 

申請頻度 ３年に１回 毎年 

団体要件 団体設立後満 1年以上 
１年以上継続して公益活動を行っている

市民団体 

対象 

事業 

・白井市における社会問題や地域課題

の解決、軽減等に寄与する事業 

・市と協働して実施することで共通の

公共的目標達成に向け効果が期待で

きる事業 

・他の団体と協働して実施すること

で、効果が期待できる事業 

・その他公益活動の活性化につながる

事業 

公益性が高く地域課題の解決を目指し団

体の活動を発展させる事業 

補助期間 
３年間 

（毎年度申請及び実績報告を行う） 
１年間 

補助回数 制限なし 同一事業は３回まで 

補助率 

の上限 
５０％ １年目８０％、２年目７０％、３年目６０％ 

補助金額 ３０万円以内 ３０万円以内 
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４．補助金の見直しによる審査項目・配点等の変更    

 

審査項目・配点等の変更の基本的考え方 

 

 

 

 

 

審査項目 審査ポイント 
活動促進型 活動発展型 

審査 配点 審査 配点 

必要性 
白井市の社会状況を踏まえ、市民ニーズや地域課題を捉え

たものであるか。 
○ 5 ○ ５ 

公益性 
事業が不特定多数の市民や広範囲な地域の利益として還元

されるか。 
○ １０ ○ １０ 

実現性 
事業が着実に実施できる方法、予算、スケジュール、体制と

して事業計画が立案されているか。 
○ ５ ○ ５ 

自立性 
補助金だけに頼らず自己努力による財源確保に努めている

か。 
○ ５ ○ ５ 

自発性 
事業に取り組もうとする姿勢に熱意や意気込み等の自発性

が感じられるか。 
○ ５ ○ ５ 

事業効果 
事業実施により地域の課題解決に効果が見込めるか。 

× ― ○ １０ 

合計点数 ５項目 ３０ ６項目 ４０ 

 

１ 審査委員が採点した合計点数の平均点を算出して順位付けを行います。 

 

２ 採択基準点未満の団体を採択候補団体から除きます。 

 
      

３ 採択基準点を満たしている団体で平均点数の高い団体から採択します。 

 

 

 

採点区分 
非常に 

優れている 

優れている やや 

優れている 

どちらとも 

いえない 

やや 

劣っている 

劣っている 

点数 ５点 ４点 ３点 ２点 １点 ０点 

 

 

 

 

 

 

採択基準点：活動促進型１５点  活動発展型 ２４点 
 

①公益活動を支援する補助金に見合った審査項目・配点 

②市民団体にわかりやすい審査ポイント 
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参考 
 

従来の「活動立上型」の評価項目と視点 
 
評価項目 全６項目（1項目 0点～5点 30点満点） 

評価点数が８割（２４点）以上を採択団体、８割（２４点）未満を不採択団体 
 

 項    目 評  価  の  視  点 

１．公 益 性 

市の責任領域と

して、市が税金

を支出する合理

的な根拠がある

かの評価を求め

るもの 

（１）市が税金を投入する必要

がありますか？ 

個人や民間、または地域団体などのみで

は解決が難しく、市の責任において支援

することが必要であるかなどの視点から 

（２）この活動は、不特定多数の

市民のためになりますか？（あ

る人々だけが得をすることはな

いですか。） 

申請団体の会員の利益になるものではな

く、市民に開かれた事業かの視点から 

 

２．妥 当 性 

補助事業の内容

や目的が適正で

あるかの評価を

求めるもの 

（１）現在の社会情勢に対応し

ていますか？ 

少子高齢化、自然環境保全、リサイクル推

進、国際化、地域福祉の充実、市民ニーズ

の高まりなど、現在の社会情勢に沿った

ものであるかの視点から 

（２）活動目的及び目標は明確

ですか？ 

活動目的や目標が明確であり、その目的・

目標が補助内容と合致しているかの視点

から 

３．効果・効率性 

補助金を支出す

ることにより、

行政目的が達成

できるかの評価

を求めるもの 

（１）事業計画は、現実的であ 

り実現は可能と判断できます

か？ 

実現可能で無理のない事業計画であり、

具体性があるかの視点から 

（２）団体の継続的な運営が期

待できますか？  

団体の継続的で熱意や意欲をもった運営

や事業展開を期待できるかの視点から 
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従来の「活動支援型」の評価項目と視点 
 
評価項目（全 10項目） （0点～5点で評価 ５０点満点） 

評価点数が８割（４０点）以上を採択団体 ８割（４０点）未満を不採択団体 
 

 項    目 評  価  の  視  点 

１．公 益 性 

市の責任領域として、

市が税金を支出する合

理的な根拠があるかの

評価を求めるもの 

（１）市が税金を投入する必要

がありますか？ 

個人や民間、または地域団体などのみでは解決が

難しく、市の責任において支援することが必要で

あるかなどの視点から 

（２）この活動は、不特定多数の

市民のためになりますか？（あ

る人々だけが得をすることはな

いですか。） 

申請団体の会員の利益になるものではなく、不特

定多数の市民に効果がおよび、まちづくりの形

成、公共の福祉に資するかとの視点から 

２．妥 当 性 

補助事業の内容や目的

が適正であるかの評価

を求めるもの 

（１）現在の社会情勢に対応し

ていますか？ 

少子高齢化、自然環境保全、リサイクル推進、国

際化、地域福祉の充実、市民ニーズの高まりなど、

現在の社会情勢においても、優先的に行う必要が

あるかなどの視点から 

（２）活動目的及び目標は明確

ですか？ 

活動目的や目標が明確であり、その目的・目標が

補助内容と合致しているかの視点から 

（３）補助金を受ける者も適正

な負担をしていますか？ 

受益と負担の観点から、会費や団体が提供するサ

ービスの対価は、適正な範囲であり、自己資金の

確保に努めているかとの視点から 

（４）団体の活動が、市や民間の

活動内容に類似・重複しておら

ず、特色のある活動ですか？ 

既に市や民間の企業等で類似のサービスが提供

されているか。また提供されている場合であっ

ても、更なる税金の投入が必要かとの視点から 

（５）団体は自主・自立した補助

事業の実施が困難な団体です

か？ 

団体の決算や繰越金の状況から、自主・自立し

た事業の実施は困難かの視点から 

３．効果・効率性 

補助金を支出すること

により、行政目的が達

成できるかの評価を求

めるもの 

（１） 事業計画は、現実的であ 

り実現は可能と判断できます

か？ 

事業計画の内容から、団体の規模や能力からし

て、着実な実施が可能であるかの視点から 

（２）団体の活動を市が補助す

ることにより、より効果を上げ

ることができる活動ですか？ 

団体の活動を補助することにより、①市や地域の

課題解決 ②活動の更なる活性化 ③より良い

地域社会づくりなど、まちづくりに結びつくかの

視点から 

（3）投入する税金と比較して、

効果はありますか？ 

補助金額と効果を比較して、効果はあるかとの視

点から 

 

 

 


